
大 規 模 災 害 時 の 法 制 度 に 関 す る 見 直 し を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

 世 界 有 数 の 災 害 大 国 で あ る 我 が 国 に お い て は 、 近 年 で も 、 平 成 ２ ３ 年 東 日 本 大

震 災 や 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 関 東 ・ 東 北 豪 雨 、 平 成 ２ ８ 年 熊 本 地 震 な ど 、 甚 大 な 被 害 を

も た ら し た 大 規 模 災 害 が 頻 発 し て い る 。 さ ら に は 、 南 海 ト ラ フ 地 震 や 首 都 直 下 地

震 等 の 広 域 に わ た り 、 か つ 、 大 都 市 部 へ の 甚 大 な 被 害 が 想 定 さ れ る 巨 大 地 震 が 発

生 す る お そ れ が 指 摘 さ れ て い る 。  

 こ う し た 大 規 模 災 害 に 対 し て は 、 大 都 市 と し て の 総 合 力 を 持 つ 指 定 都 市 が 防 

災 、 応 急 救 助 、 さ ら に は 復 興 ・ 復 旧 ま で 切 れ 目 な く 一 体 的 に 災 害 対 応 し て い く こ

と が 必 要 で あ る 。  

 し か し な が ら 、 現 行 の 災 害 対 応 法 制 で は 、 通 常 の 災 害 時 に は 指 定 都 市 が 実 施 す

る 避 難 所 及 び 応 急 仮 設 住 宅 の 供 与 を 初 め と す る 救 助 権 限 が 大 規 模 災 害 時 に は 道 府

県 に 移 り 、 指 定 都 市 が 持 つ 災 害 対 応 力 を 迅 速 か つ 最 大 限 に 発 揮 で き る 仕 組 み と な

っ て い な い 。  

指 定 都 市 が 災 害 救 助 等 の 事 務 、 権 限 を み ず か ら 包 括 的 に 担 い 、 そ の 能 力 を 十 分

に 発 揮 で き る 自 立 的 か つ 機 動 的 な 体 制 を 確 立 す る こ と が 、 来 る べ き 大 規 模 災 害 へ

の 備 え と な る こ と は 論 を ま た ず 、 現 行 の 災 害 対 応 法 制 の 見 直 し は 急 務 で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 指 定 都 市 が 持 つ 能 力 を 十 分 に 発 揮 で き る 制 度 を 新 た

に 構 築 す べ く 、 指 定 都 市 を 災 害 救 助 の 主 体 と す る 法 改 正 を 行 う こ と を 強 く 要 望 す

る 。   

こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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